


循環型社会づくりに向け、いろいろな法律が整備されました。 
キーワードは、「排出者責任」と「拡大生産者責任」です。 

例えば、 ○消費者は、ごみをきちんと分別する。 
 ○事業者は、ごみのリサイクルや適正処分を自らが行う。 

例えば、 ○製造者は、リサイクル・処理しやすい製品を作る。 
 ○製品の特性によっては、使用後の引取りやリサイクルを実施する。 

「排出者責任」…ごみを捨てる人が、ごみに対し責任を持つ 

「拡大生産者責任」…製品を製造する人や販売する人は、 
製品がごみになった後まで一定の責任を持つ 

ごみの発生抑制と適正なリサイクルや処分を確保 

ごみの発生抑制、リユース、リサイクルを推進 

容器包装の製造・利用事業者等に、分別収集された容器包装のリサイクルを義務付け 

家電製品の製造・販売事業者等に、廃家電製品の回収・リサイクルを義務付け 

食品の製造・販売事業者、レストラン等に、食品残さの発生抑制やリサイクル等を義務付け 

解体工事の受注者等に、建築物等の分別解体や建設廃棄物のリサイクル等を義務付け 

自動車の所有者・関連事業者、メーカー等に使用済自動車のリサイクル等を義務付け 

国等が率先して再生品等の調達を推進 
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各法の概要 

 



製品についている識別マークに注目してみよう 

容器包装リサイクル法では、消費者、市町村、事業者の役割分担がはっきり決まっています。 
大切な資源を有効利用することで環境に付加の少ない循環型社会の構築を目指しています。 

飲料・酒類・醤油用の
PETボトル 

分別排出 
市町村が定める分別
収集基準に従って、分
別排出します。 

消費者 消費者 

再商品化の義務 
利用した容器包装の量
に応じて再商品化の義
務を負います。 

事業者 事業者 

分別収集 
家庭から排出される容
器包装を分別収集・保
管します。 

市町村 市町村 

プラスチック製容器包装 
（飲料・酒類・醤油用のペットボト
ルを除く） 

飲料・ 
酒類用アルミ缶 

紙製容器包装 
（飲料・酒類用紙パックでアルミ
不使用のもの及び段ボール製容
器包装を除く） 

飲料・ 
酒類用スチール缶 





再生利用する 量を減らす

平成31年度までに、食品廃棄物の再生利用率を次の値まで向上させることが目標です。
食品製造業：95％　食品卸売業：70％　食品小売業：55％　外食産業：50％

食品廃棄物の再生利用手法の優先順位を定めています。
①飼料化　②肥料化　③メタン化等①・②以外





関係者の役割 

法の仕組み 

年間約400万台発生する使用済自動車のリサイクル、適正処理を図ることを目的に 
自動車の所有者、関連事業者、自動車メーカー、輸入業者の役割を定めています。 

自動車の所有者 

自動車メーカー・輸入業者 

関係者  役 割  

関係事業者  

引取業者：自治体への登録制 

フロン類回収業者：自治体への登録制 

解体業者：自治体の許可制 

破砕業者：自治体の許可制 

●リサイクル料金の支払い 
●自治体の登録を受けた引取業者への使用済自動車の引渡し 

●シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類の 
　リサイクル・適正処理 
●リサイクルし易いクルマの設計・開発 

●最終所有者から使用済自動車を引き取る 

●使用済自動車からフロン類を回収する 

●使用済自動車を解体する 

●解体された使用済自動車をプレス・せん断、シュレッダー処理する 

￥  ￥  ￥  ￥  

￥  ￥  ￥  ￥  

リサイクル 
料金の 
支払い 

リサイクル 
を実施 

リサイクル 
料金の支払いを 

確認し 
引き取る 

使用済自動車 
（中古車としての下取りは除く） 

インターネットを 
利用し報告 

資金管理法人 
（財）自動車リサイクル 

促進センター 

自動車の 
所有者 

リサイクル料金の 
預託 

引取業者 フロン類回収業者 解体業者 破砕業者 

フロン類 エアバック類 シュレッダーダスト 

リサイクル料金の 
払い渡し 

自動車メーカー・輸入業者 

情報管理センター （財）自動車リサイクル促進センター 

再利用可能な 
部品や 

金属の回収、 
リサイクルを実施 

 

シュレッダーダスト、エアバック類、フロン類を 
引き取ってリサイクル・破壊 



小型家電リサイクル法
●小型家電リサイクル法とは
パソコン，携帯電話をはじめとする小型電子機器等（小型家電）にはさまざまな有用金
属が含まれています。使用済み小型家電からこれらの金属を回収し，資源として有効に
利用することを目指しています。

●小型家電リサイクル法の対象
幅広い製品が対象です。
　　例
　
　　　　携帯電話　デジタルオーディオプレーヤー　デジタルカメラ　電子辞書
　
　
　　　　ゲーム機　電源アダプタ　電気かみそり　ビデオカメラ　など

●小型家電リサイクル法の流れ
ボックス回収，ピックアップ回収，ステーション回収などの方法で小型家電を回収しま
す。分解・選別などの処理を行い精錬された後，鉄やアルミ，金，銀，銅，レアメタルなど
の金属資源として再生利用されます。

このマークは，小型家電を回収している目印です。
このマークは，国の認定を受けたリサイクル事業者
又は，小型家電リサイクルに取り組む市町村しか使
用できません。

○詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

（認定事業者など）
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